
目

次

規

則

○
福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
八
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
福
島
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

に
よ
る
方
法
書｣

の
下
に｢

及
び
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類｣

を
加
え
、｢
環
境
影
響
評

価
方
法
書
送
付
書｣

を｢

環
境
影
響
評
価
方
法
書
等
送
付
書｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

(

方
法
書
の
公
表)

第
十
一
条
の
二

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

二

関
係
市
町
村
の
協
力
を
得
て
、
当
該
関
係
市
町
村
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
が
利
用
で
き
る
適
切
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

(

方
法
書
説
明
会
の
開
催)

第
十
一
条
の
三

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
説
明
会
の
開
催
は
、
で
き
る
限
り

方
法
書
説
明
会
に
参
加
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
る
も
の
と

し
、
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
二
以
上
の
市
町
村

の
区
域
が
含
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
事
業
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
方
法

書
説
明
会
を
開
催
す
べ
き
地
域
を
二
以
上
の
区
域
に
区
分
し
て
当
該
区
域
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

(

方
法
書
説
明
会
の
開
催
の
公
告)

第
十
一
条
の
四

第
九
条
の
規
定
は
、
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

２

条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地)

二

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

三

対
象
事
業
実
施
区
域

四

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
範
囲

五

方
法
書
説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
日
時
及
び
場
所

(

責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由)

第
十
一
条
の
五

条
例
第
八
条
の
二
第
四
項
の
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

天
災
、
交
通
の
途
絶
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
に
よ
り
方
法
書
説
明
会
の
開
催
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
。

二

事
業
者
以
外
の
者
に
よ
り
方
法
書
説
明
会
の
開
催
が
故
意
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
方
法

書
説
明
会
を
円
滑
に
開
催
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

(

方
法
書
説
明
会
に
つ
い
て
の
報
告)

第
十
一
条
の
六

条
例
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
方
法
書
説
明
会
開
催
結
果
報
告

書(

様
式
第
二
号
の
二)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
方
法
書
説
明
会
不
開
催
報
告
書(

様
式
第
二

号
の
三)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中｢

様
式
第
二
号
の
二｣

を｢

様
式
第
二
号
の
四｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
七
項
中｢

第
十
四
条
第
二
項｣

の
下
に｢

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
条
第
二
項｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
中｢

要
約
書｣

を｢

こ
れ
を
要
約
し
た
書
類｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

準
備
書
の
公
表)

第
十
八
条
の
二

第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
準
備
書
説
明
会
の
開
催)

第
十
九
条

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
説
明
会
の
開
催
は
、
で
き
る
限
り
準
備
書

説
明
会
に
参
加
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
る
も
の
と
し
、
関

係
地
域
に
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
が
含
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
事
業
者
が
必
要
と
認

め
る
場
合
に
は
、
当
該
準
備
書
説
明
会
を
開
催
す
べ
き
地
域
を
二
以
上
の
区
域
に
区
分
し
て
当
該
区

域
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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翌
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第
二
十
条
の
見
出
し
を｢

(

準
備
書
説
明
会
の
開
催
の
公
告)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
九

条｣

の
下
に｢

及
び
第
十
一
条
の
四
第
二
項｣

を
、｢

第
十
七
条
第
二
項｣

の
下
に｢

に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項｣

を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中｢

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け

る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域｣

と
あ
る
の
は｢

関
係
地
域｣

と
、
同
項
第
五
号
中｢

方
法
書

説
明
会｣
と
あ
る
の
は｢

準
備
書
説
明
会｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由)

第
二
十
一
条

第
十
一
条
の
五
の
規
定
は
、
条
例
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条

の
二
第
四
項
の
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
五
各
号
中｢

方
法
書
説
明
会｣

と
あ
る

の
は
、｢

準
備
書
説
明
会｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条

削
除

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中｢

説
明
会｣
を｢
準
備
書
説
明
会｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
十
七

条
第
五
項｣

を｢

第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
五
項｣

に
、｢

説
明
会

開
催
結
果
報
告
書｣

を｢

準
備
書
説
明
会
開
催
結
果
報
告
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
七
条

第
六
項｣

を｢

第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
六
項｣

に
、｢

説
明
会
代

替
措
置
報
告
書｣

を｢

準
備
書
説
明
会
不
開
催
報
告
書｣
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
中｢

要
約
書｣
を｢
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類｣

に
改
め

る
。第

三
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

評
価
書
の
公
表)

第
三
十
九
条
の
二

第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
四
十
九
条
中｢

第
四
十
三
条｣

を｢

第
四
十
三
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
条
中｢

(

条
例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
削
る
。

第
五
十
条
の
二
及
び
第
五
十
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

報
告
書
に
つ
い
て
の
公
告
の
方
法)

第
五
十
条
の
二

第
九
条
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

(

報
告
書
の
縦
覧)

第
五
十
条
の
三

第
十
条
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
五
十
条
の
四
中｢

(

条
例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

報
告
書
の
公
表)

第
五
十
条
の
五

第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
中｢

第
四
十
三
条｣

を｢

第
四
十
三
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
の
表
条
例
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、

第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
、

第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
、
第
ニ
十
五
条
、
第
二
十
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
の
項
中｢

、
第
八
条｣

を

｢

か
ら
第
八
条
の
二
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
二
項
中｢

第
三
十
九
条
ま
で(｣

を｢

第
三
十
九
条
の
二
ま
で(｣

に
改
め
、
同
項
の

表
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第

十
条
、
第
十
一
条
第
二
号
、
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
第
六
号
及
び
第

五
項
、
第
十
八
条
第
二
号
、
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
六
条

第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第

三
号
、
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
三
十
九
条
第
二
号
、
第
四

十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三

号
、
第
四
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
別
表
第
二
並
び
に
別
表
第
三
の
項
中｢

第
十
一
条
第

二
号｣

の
下
に｢

、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号｣

を
加
え
、｢

、
第

二
十
条
第
二
項
第
二
号｣

を
削
り
、
同
表
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
条
第
一
号
及
び
第

四
号
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
六
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第

二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
四
並
び
に
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の

項
中｢

第
十
条
第
一
号
及
び
第
四
号｣

の
下
に｢

、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
十
一
条

の
三｣

を
、｢

第
十
九
条｣

の
下
に｢

、
第
二
十
一
条｣

を
加
え
、
同
表
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

の
項
中｢

第
十
一
条｣

を｢

第
十
一
条
の
二｣

に
改
め
、
同
表
第
十
一
条
第
一
号
、
第
十
八
条
第
一
号
、

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
九

条
第
一
号
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
項
中｢

第
十
八
条
第
一
号
、
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号｣

を｢

第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
、
第
十
八
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
表
第
十
一
条
第
七
号
及
び
第

十
二
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項

第
十
一
条
の
四

条
例
第
八
条
の
二
第
二
項

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
例
第
八
条
の
二
第
二
項

第
十
一
条
の
五

条
例
第
八
条
の
二
第
四
項

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

の
事
業
者
の
責
め
に
帰
す

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

条
例
第
八
条
の
二
第
四
項
の
県

の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
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対
象
事
業
の
種
類

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
種
類
)

対
象
事
業
の
名
称

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
)

中止した方法書説明会 対
象
事
業
の
種
類

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
種
類
)

対
象
事
業
の
名
称

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
)

方
法
書
説
明
会
の
経
過
及
び
概
要

参
加

人
員

方
法
書
説
明
会
の
開
催
場
所

方
法
書
説
明
会
の
開
催
日
時

対
象
事
業
の
種
類

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
種
類
)

対
象
事
業
の
名
称

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
)

理
由

開
催
の
予
定
場
所

開
催
の
予
定
日
時

年
月

日
時

年
月

日
時

な
い
理
由

第
十
一
条
の
五
第
二
号
並
び
に

事
業
者
以
外

県
以
外

第
十
四
条
第
三
項
第
八
号
並
び

に
同
条
第
五
項
第
五
号
及
び
第

六
号

第
十
一
条
の
六
第
一
項

条
例
第
八
条
の
二
第
五
項

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
例
第
八
条
の
二
第
五
項

第
十
一
条
の
六
第
二
項

条
例
第
八
条
の
二
第
六
項

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
例
第
八
条
の
二
第
六
項

第
六
十
条
第
二
項
の
表
第
十
四
条
第
三
項
第
八
号
及
び
第
五
項
第
六
号
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
号

の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
項
中｢

第
十
八
条｣

を｢

第
十
八
条
の
二｣

に

改
め
、
同
表
第
十
八
条
第
七
号
の
項
中｢

第
十
八
条
第
七
号｣

の
下
に｢

及
び
第
二
十
四
条｣

を
加
え
、

同
表
第
二
十
条
の
項
中｢

第
二
十
条｣

の
下
に｢

、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条｣

を
加
え
、
同
表

第
二
十
一
条
の
項
か
ら
第
二
十
四
条
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
の

項
中｢

第
三
十
九
条｣

を｢

第
三
十
九
条
の
二｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中｢環

境
影
響
評
価
方
法
書
送
付
書
｣

を｢環
境
影
響
評
価
方
法
書
等
送
付
書
｣

に
改

め
る
。

様
式
第
二
号
の
二
を
様
式
第
二
号
の
四
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
２
号
の
２
(第
11条
の
６
関
係
)

方
法
書
説
明
会
開
催
結
果
報
告
書

年
月

日
福
島
県
知
事

住
所

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名

�

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
８
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
｡

様
式
第
２
号
の
３
(第
11条
の
６
関
係
)

方
法
書
説
明
会
不
開
催
報
告
書

年
月

日
福
島
県
知
事

住
所

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名

�

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
８
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
｡
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中止した準備書説明会 対
象
事
業
の
種
類

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
種
類
)

対
象
事
業
の
名
称

(都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
)

中止した方法書説明会

理
由

開
催
の
予
定
場
所

開
催
の
予
定
日
時

理
由

開
催
の
予
定
場
所

開
催
の
予
定
日
時

年
月

日
時

年
月

日
時

準備書説明会

理
由

開
催
の
予
定
場
所

様
式
第
四
号
中｢説

明
会
開
催
結
果
報
告
書
｣

を｢準
備
書
説
明
会
開
催
結
果
報
告
書
｣

に
、｢第

17条
第
５
項
｣

を｢第
17条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
８
条
の
２
第
５
項
｣

に
、｢説

明
会
の
｣

を｢準
備
書
説
明
会
の
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
５
号
(第
23条
関
係
)

準
備
書
説
明
会
不
開
催
報
告
書

年
月

日
福
島
県
知
事

住
所

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名

�

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
17条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
８
条
の
２
第
６
項

の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
｡

様
式
第
七
号
中｢第

29条
第
３
項
｣

を｢第
29条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
24条
｣

に

改
め
る
。

様
式
第
八
号
中｢第

29条
第
３
項
｣

を｢第
29条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
25条
第
２

項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中｢福

島
県
知
事
｣

を｢福
島
県
知
事

に
改
め
る
。

関
係
市
町
村
長
｣

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中｢第

43条
｣

を｢第
43条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例

第
33条
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中｢

(第
43条
)
｣

を
削
る
。

様
式
第
十
三
号
中｢第

43条
｣

を｢第
43条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
35条
｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
七
項
の
改
正
規

定
、
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
条

第
二
項
の
表
第
十
一
条
第
七
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

(

第
十
一
条
の
五
第
二
号
並
び
に
第
十
四
条
第
三
項
第
八
号
並
び
に
同
条
第
五
項
第
五
号
及
び
第
六
号

の
項(

条
例
第
十
四
条
第
五
項
第
五
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
様
式
第

七
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
八
号
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
九
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

(

環
境
共
生
課)
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